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１９９２年３月２３日（月）。第４３回談話サロン（東京・弘済会館）
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大沢弘之：今後10年の科学技術政策

-18号答申を中心として
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今後10年の科学技術政策
-18号答申を中心として－

大淫弘之
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|大正13年10月21日北海道生まれ

|昭和22年９月北海道帝国大学理学部物理学科卒

|昭和24年４月商工省入省
|昭和54年７月科学技術事務次官（昭和56年１月まで）

|昭和59年６月宇宙開発事業団理事長（平成元年10月まで）

|平成２年12月科学技術会議議員（常勤）（現職）

|主な兼職等生涯学習審議会委員
外国為替等審議会特別委員

'---------_…_________..________________________________________---------------------------------

司会（今井）時間になりましたので、これから

第43回の談話サロンを開催させていただきます。

私はきょう司会を務めさせていただきます今井兼

一郎でございます。

本日、お話しいただきますのは科学技術会議議

員の大沢弘之先生にお願いしております。ご演題

は「今後10年の科嬉学技術政策-18号答申を中心と

して」ということで、お話を願うことになりまし

た◎

恒例によりまして、大沢先生のご来歴を、もう

皆さんご存じのことばかりでございますが、簡単

にさせていただきます。今のお仕事は科学技術会

議の議員で、平成２年12月からしておられます。

昭和22年９月、北海道大学の理学部物理学科をご

卒業になって、昭和24年４月に商工省にお入りに

なっています。昭和54年７月から科学技術庁の事

務次官になられ、昭和56年１月までお務めになら

れました。その後、昭和59年６月から宇宙開発事

業団の理事長をなさいまして、平成元年10月まで

務められました。現在は今申し上げたとおりでご

ざいます。このほかにやっておられますのは、生

涯学習審議会の委員、あるいは外国為替等審議会

の特別委員をしておられます。

御高承のとおり、１８号答申を中心になっておま

とめになられた方でございますので、いろいろじ

かにお話を伺えるのは我々としては大変いい機会

だと思います。大沢先生、ひとつよろしくお願い

いたします。

進め方でございますが､７時前後までお話し願っ

て、簡単にお食事をして、あとは質疑応答という

ことにしたいと思います｡お願いがありますのは、

質疑応答の際、必ずマイクを使っていただきたい

と、速記のほうからそう言っておりますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。

大沢ご紹介にあずかりました大沢でございま

す。工学アカデミーの方々は日ごろからいろいろ

ご教示をいただいている方々ばかりでございまし

て、ここに出てきてお話をするのも大変心配とい

いますか、ちょっと緊張しているところもござい

ます。

１８号答申のまとめ役をやり、内田さんをはじめ

ここの会員の方々も直接、部会のメンバーという

ことでご助力をいただき、大変多くの方々のご参

加を得てまとめたもので、私はどちらかというと

まとめ役ということで仕事をしました。しかし、

だんだんお話を申し上げますが、科学技術会議そ

のものが政府の閣僚を交えた組織でございますの

で、答申そのものは大分丸くなっている面もござ

います。いろんな議論もございましたので、そう

いう答申に至る経緯､あるいは内部ディスカッショ

ン等のこともお話をさせていただければと思って

おります。何せ大変要職といいますか、非常に立

場の高い方々でございますので、できるだけあか

らさまに実情を申し上げて、これからの日本の科
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学技術を振興していただけるご助力になればと思っ

て、本日出て参った次第でございます。

１８号という言葉が表題にもなっておりますが、

これは科学技術会議の諮問につきましては、順番

に番号をつけていっていますので、その18番目の

諮問一諮問といいますのは内閣総理大臣から発

出されるものですが、それの答申ということで１８

号答申という名前になっております。

十分ご承知の方々もおられると思いますけれど

も､ちょっと科学技術会議のことを申し上げます。

科学技術庁という役所は昭和31年にでき、そして

科学技術会議は昭和34年にできております。これ

は戦後の日本の科学技術行政の歴史の中での歩み

でして、ご承知のように、日本学術会議というの

は昭和23年、戦後すぐにできておりますが、科学

技術行政ということにつきましては、大分立ち遅

れがございました。日本が独立をし、いろんな問

題が出てくる。そして、最も直接のきっかけは原

子力をやらなければならんということがございま

して、原子力を行政として扱っていくということ

をキックにして、科学技術庁という役所をつくる

形になりました。

科学技術庁ができましたときには、既に経済企

画庁という役所ができていました。経済と科･学技

術という二本立てで日本の経済発展の政策｡立案。

遂行・調整を図っていこうというのが行政機構設

立の目的でした。しかし、原子力以外の分野は従

来から各省が所掌してきておるということですの

で、なかなか足の引っ張りが重くて、ようやく科

学技術庁がどちらかというとその他を多少集める

形で設立されるということになりました。

しかしながら、その行政の一番大きなことは日

本の科学技術政策の目標をつくっていくというこ

とでありました。その中で最も難しかったのはや

はり大学の問題でございました。大学は当然のこ

とながら学問の自由ということで成り立っておる。

またそこでの諸科学研究に当時としても、今でも

そうでございますけれども、非常に大きなお金を

使い、また大変な人材をそろえてやっておるとこ

ろでございます。この大学が日本の科学技術の振

興に役に立っていただくといいますか、していた

だかなければならんのが、どうにもなかなかそこ

２

のところがうまく政策調整といいますか、できな

い。科学技術庁は設立のときに、文部省以外の各

省庁に関する科学技術行政の調整というのが設置

法の中に入っておりますけれども、これには大学

と人文科学というのは除かれております。

そこで、その問題が大きな政策をつくっていく

ときにやはり大変隙路になりまして、その後数年

いろいろもみにもんだ結果が、科学技術会議とい

う組織ができるといういきさつになったわけでご

ざいます。したがいまして、科学技術会議は原子

力委員会と同じように所属が総理府で科学庁では

ございませんで、各省の大学まで含めて日本全体

の科学技術政策なり、振興。方策なりを考えてい

こうということでまとまったわけでございます。

科学技術会議の議員は私がそうですけれども、

総勢11人でして、内閣総理大臣が議長です。それ

に科学技術庁、経済企画庁、文部省、大蔵省の閣

僚が入っております。それから、日本学術会議の

会長というのがポストとして科学技術会議議員に

なられます。そのほかに学識経験議員というのが

５人おりまして、常勤が私と東大の総長をされま

した医学者の森先生､あと３人が非常勤の議員で、

電電公社の副総裁をやられた北原さん、東芝の会

長をされて相談役の‘佐波さん、関西電力の社長森

井さんが産業界といいますか、民間という考え方

で入れております。大学のほうから今は森先生で

ございますがだれか、それから行政側から１人、

今は私ということで、常勤、他は非常勤というよ

うな形で構成をされております。

これはそもそもは審議機関でございますので、

各個人の能力ということですけれども、結局下部

組織が全部つながっている形としての議員でござ

いますので、例えば大蔵省については単なる個人

の大蔵大臣ではなくて、大蔵の組織全体をひつ提

げております。

構成はそうことでございますけれども、当然通

産省とか農林省とか政府全体の科学技術とのかか

わりが深いものもございますので、科学技術会議

としてまとめていくときにはメンバー以外の各省

にも当然相談をかけていくということになります

し、科学技術会議の設置法では各省、大臣も手を

挙げさえすれば、これは正式な手続きでございま

E二つ

ー、



Ｆ、

侭識

すけれども、会議に参加ができる、ポストという

意味ではなくて、会議そのものに出席して発言を

することができるという規程になっております。

現在では科学技術にウエートのある官庁はほとん

ど本会議と称します総理が出る会議には出席をい

たします。そんなことで、各省の事務方から問題

をまとめていかなければなりません。答申をつく

るまでにはそういう経緯を辿らねばなりません。

最初にお話ししましたように、そんなことになれ

ば世の中どこでもそうでございますが、丸い物し

かできないということになるわけでざございます。

しかし、一応政府そのものではないということ

で、政府自身よりは少し物が言いやすいというこ

とが役人の世界の中にもありますから､そこをつっ

ついて、できるだけはっきりして、あるいは将来

的なことを変えていこうという努力をしてきてお

るわけでございます。

科学技術会議あるいはその答申の性格は以上の

ようなことです。科学技術会議は、昭和34年に設

立されて、宿願でありますところの日本の科学技

術政策一個々の産業政策や学術政策ではなく、

日本全体の科学技術についての目標的なこと、あ

るいはしていかなければならないようなことを掲

げようという作業を始め、それが翌年の昭和35年

に答申’号といっておりますが、’0年間を見通し

た科学技術政策、ちょっと正確な名前を忘れまし

たが、１０年区切りで物を見ていくということで、

10年を目標にした第１号答申を出しております。

いろんなことがたくさん書かれておりまして、

非常に分厚いものでございます｡その時の目標は、

読みようによっては全く今でも通じるようなこと

でございます。科学技術政策の大きな目標という

のはあんまり変わらないという見方もありますけ

れども、しかしそれを施策としてやることにつき

ましては､多少それぞれ時代時代を背負って､ニュ

アンスを持って、国内・国際の情勢、あるいは科

学技術自身が変化していっておりますので、その

ときどきに呼応したような政策を書いて答申をし

て来ているということでございます。

第’号答申では、目玉になりましたのは、ご承

知のように人材の養成でございます。科学技術系

人材が日本の振興、皆様方お年でよくご理解いた

だけると思いますが、いわゆる昭和30年代は日本

の復興期でございます。そういうバックを受けま

して、とにかく進めていくに当たっては人が足り

ない。もちろん、お金も足りないんですけれども、

民間まで含めて人がもっと必要であるということ

で、非常に大きい目標といいますか、施策の目玉

は人材の養成ということでございました。これは

文部省ともタイアップして、文部省側としても大

学の理工系校の増設、あるいは増員ということを

非常に大きく展開をしたわけでございます。

大体、１０年間といいますか、これは昭和35年に

はもう既に少しずつ始まっていたんでございます

けれども、私立大学等も含めまして、その後どん

どん展開をいたしまして、昭和40年代の半ばには

大量の理工系人材を世の中に送ることができたと

いう意味で、１号答申というのは大変効果があっ

たというふうにも言われておるものでございます。

あわせてお金のほうは、当時の国民所得に対す

るパーセントが目安でございまして、当時は国民

所得に対して0.9％ぐらいが実績であったと思いま

す｡0.9％が日本全部の科学技術投資と申しますか、

研究費といってもいいと思いますが、そういう種

類のお金であったわけでございます。その程度の

ものであったのを、目標値として10年で２％にし

ようと掲げたことで、最初の答申としては大変画

期的にやり、またそういう１つの目標を掲げて引っ

張っていく効果があったように思っております。

その後のことを簡単に触れますと、昭和41年に

は科学技術会議のもう１つの役目として､答申後、

時代の変化、周囲の変化によってそれに追加、あ

るいは修正をして意見を言うということがありま

す。これに基づいて昭和41年には意見を出してお

ります。ちょうどそのころ技術が大分力づいてき

ました。それまではどちらかというと、完全に欧

米からの輸入型、導入型ということであったわけ

でございますが、少しずつ自分の力もついてきた

ということと同時に、政府の施策としましては技

術導入とか、外国資金の自由化の問題等が出てま

いりまして、結局これと合わせるような形で、だ

んだん自分の技術力を自分でつくり出していく努

力をむしろうたわなければならんというような形

になりまして、昭和41年にそういう意見書を出し
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ております。

その後、第１号答申以降10年たったころ、昭和

45年ごろでございます。公害問題等、世の中も大

分変わりましたし、日本の技術もどんどん進んで

きました。そういうことを受けまして、次の政策

目標をつくろうということで新たな諮問が出まし

た。これが昭和46年の第５号答申でございます。

このときは、主体は環境公害対策についての問題

点が多かったわけでございます。一方、新しい、

特にご承知の今「バイオ、バイオ」と言っており

ます、生命現象に関する基本的なもの、これが非

常にはっきりしてまいりました。例えば、ワトソ

ン。クリック模型といったような分野の研究開発

が昭和40年に入ってからはアメリカ等で非常に盛

んになってきました。日本のほうはどうもまだそ

こまで視野が広がっていないといいますか、むし

ろ従来の生産、どちらかというと重厚のほうの生

産技術の面に力が注がれていました。そちらのほ

うが遅かった点、あるいは新しい、今で言うとソ

フトサイエンスーいろんなシステムエ学的なこ

ととか、新しい学問の分野が広がってきているこ

とをあわせて、ライフサイエンスとかソフトサイ

エンス、そういう分野に大いに力を入れなきゃな

らんということも強調いたしております。

また、公害あるいは技術の倫理的な問題等もあ

りますから、テクノロジー・アセスメントという

言葉がそのころ出てまいりまして､テクノロジー・

アセスメントー技術を研究開発したり、あるい

は実施したりというときには必ず事前に、その影

響、効果などを考えていかなきゃならんというこ

と、またそういうやり方等についていろんなこと

を進めていこうといった内容を５号答申は含んで

おりました。これも昭和40年代の後半におきまし

ては大変皆様から日本の方向として評価をされて

おりました。

その後、昭和40年代の後半にエネルギー危機が

参りまして、これがまた科学技術のほうにも大変

インパクトを与えることになりました。経済ある

いは産業そのものも非常に大きな影響を受け、こ

れをどうしのぐかということも当然科学技術政策

としてやっていかなければならんようなこと等が

ございまして、昭和52年に６号･答申を出しており

４

ます。

これは石油危機、あるいはいろんな国際情勢に

対応していく日本の科学技術の立て方と、もう１

つは大分日本の技術も進展し、産業のほうも伸び

てきたということから、今また言われておるわけ

でございますけれども、国民の生活一一福祉、医

療、そういう分野がその当時、研究開発について

も力が弱かった感じもありまして、重点を少し置

かなければいけないという内容になっております。

その後、昭和59年に11号答申が出ております。

これはもう当然でございますけれども、我が国の

技術が米国､ＥＣに、すべてというわけではないん

ですけれども、かなり匹敵するものになってきま

した。ものＩこよってはこれを凌駕しているような

分野、今日明らかな分野でございますけれども、

そういうことが見えてきました。したがって、こ

れからの日本の技術開発の方向はもう一遍、いろ

んな意味で根底から見直さなければならないとい

うことでまとめたものでございます。

その目標として、三本柱を言っておりました。

創造性豊かな科学技術の振興、人間及び社会との

調和ある科学技術の振興、及び国際性を重視した

展開、という３点を基軸にいたしまして、政策の

提言を行ったということでございます。

それから６～７年たちまして、世界の情勢はま

すます変わっていく、日本の技術はますます優位

になっていくという背景を受けて、もう一遍、か

なり時間がたったので見直さなければならないと

いうことで、諮問が出ましたのが平成２年６月で

ございます。ちょうど２年弱前ということでござ

います。そのときの諮問が18号ということで出た

ものですから、１８号になったということでござい

ます。タイトルは「新世紀に向けてとるべき科学

技術の総合的基本方策について」ということでの

諮問でございます。新世紀に向けて、９０年でござ

いますから、ちょうど10年間これからの日本の科

学技術政策をどう持っていくかということでの諮

問であったわけでございます。

それで、科学技術会議としましては、いつもや

ることでございますけれども、総合計画部会とい

うのを組織をいたしまして、これに官一大学、

国立研究所の方々、民間の会社の研究所の方々、
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の特長など科学技術の展開も異なるということも

ございますし、いろんな意味で大事なことで、国

内の特にそういう価値感を含め、情勢の変化、あ

るいはそれの今後の推移等々の議論をしていただ

きました。

もう１つは､科学技術自体の進展と申しますか、

59年の前の答申から見てその後どういう進化をし

てきたか、そしてこれからどういう進化をしてい

くだろうかというようなこと。特に、バイオとか

エレクトロニクス、今非常に進展の激しい分野に

つきましては、そういう方向、変化についてもご

議論をしていただきました。

それらの結果、この10年間に科学技術政策の目

標としては、どんな目標を掲げていったらよかろ

うかと。これは最初にも申しましたように、書き

ょうによりましては１号答申以降、実際上はあま

り変わっていないというのは変でございますが、

大きく包んで申し上げると、包みを大きくさえす

ればいつも変わらないといえば変わらないような

ものでございます。そのときの言葉として、ある

いはそのときの時代受けをするものとして、何か

いい表現がないのかというようなことをご議論し

ていただきました。先ほど11号答申で申し上げた

ことに対･応するんでございますけれども、結局３

つ掲げることになりました。

１番目に地球と調和した人類の共存、２番目に

知的ストックの拡大、３番目に安心して暮らせる

潤いのある社会の構築、という３つの目標を新た

に掲げて、この10年間進もうじゃないかというこ

とになったわけでございます。こういう目標に対

して､それでは具体的にどういう施策を講じていっ

たらいいのかということが次のことでございまし

て､重点施策ということを幾つか決めております。

その内容をちょっと申し上げてまいりたいと思い

ます。

お手元に配っておる資料･で申し上げますと、い

ちいち引用しながらお話をしてまいりませんでし

たが、２ページ、３ページの上のところまで大体

お話をしてまいったわけでございます。そして、

こういう３目標のために重点施策の推進というこ

とで、７つほど挙げております。

１番目が科学技術と人間・社会との調和という

新聞の論説の方々等、できるだけ各方面の方々に

ご参加をいただいて、広くご意見をいただいて、

まとめにかかるということにいたしました。そし

て､その部会のもとに分科会を２つつくりました。

１つは総合分科会ということで、どちらかという

と施策について検討･をするという分科会、もう１

つは重要研究開発分野分科会と申しまして、今後

の研究課題、重点といったようなものがどういっ

た方向にあるのか議論しましょうということで、

それぞれ十数名の方々にご参加をいただいたとい

うことでございます。

総合分科会のもとに、さらに小委員会を２つつ

くりました。１つは研究資金についての小委員会、

もう１つは科学技術人材についての小委員会です。

お金の問題と人の問題を精密に、あるいは何か具

体的な提言がないかということを探っていただく

委員会、これもやはり10名程度で構成されており

ます。産・官・学から集まっていただき、構成し

ております。

そして、ご意見をいただいたのを役所方一一事

務局は科学政策局と文部省の学術国際局、この２

つが科学技術会議の事務局になっており、そこで

まとめるということです。先ほどちょっと落とし

ましたが、科学技術会議は大学のこともやるよう

になりまして、その際に事務局は科学技術のほう

は各省庁の関係で科学技術政策局、大学に関しま

しては文部省ということで、文部省の学術国際局

とが事務方になっております。これらの方々に力

を合わせていただきまして、諸先生方のご意見を

まとめて出したというのが本答申ということでご

ざいます。

答申をつくっていきますときには、今のような

メカニズムで進めたわけでございます。まず情勢

分析をしなければいけないということで、国際情

勢、当然今のソ連の崩壊、その前の東西の冷戦の

問題､南北間の格差､南側のいろんな要求の問題、

ODA対米摩擦等いろいろ含めて国際的な情勢

一一経済情勢、政治情勢等々の動向を技術者の方

からも意見を聞いたり、皆さんで議論をしていた

だきました。それから国内情勢、これはご承知よ

うなことでございますけれども、特に最近の国民

の価値感の推移、例えば産業でいえば売れる製品

声耳
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ことで、これもずっと振り返りますと昭和45年ご

ろから公害問題が出だし、あるいは科･学技術が進

んでくると、そのうちに遺伝子の操作の話も出て

くるという倫理的なことまでもどんどん広がって

まいりました。そんなことから、人間と社会との

調和の問題ということは、４５年ごろから常に言わ

れ続けてきておるんでございますけれども、その

必要'性と申しますか、そのことを進めていかなけ

ればならないことにつきましては、科学技術が進

むにしたがってむしろますます大きくなってきて

いる。そういうことのために、科学技術の発展と

申しますか、実施と申しますか、そういうふうに

していくにはいつも社会とか人間との関係を考え

ていかなきゃならない。先ほどのテクノロジー。

アセスメント、あるいは環境アセスメントもその

１つであろうと思います。大きなことばかりでは

ございませんで、小さい機械１つをつくるにいた

しましても、そういう考慮を払っていくことがだ

んだん必要になってまいってくると思います。そ

のことの強調でございます。特に、今後は製造物

責任の問題等も展開をしてくるでございましょう

し、科学技術の社会・人間への適応につきまして

は、だんだんデリケートになっていくという予想

もございます。そのことについて記述がございま

す。

それからもう１つは、日常生活にどんどん科学

技術が浸透してきて、これは今申し上げた科学技

術が適用されたときに考えなければならんという

こともあるんでございますが、行き渡った結果、

受け手あるいは使う人がどんどん変わってきてお

るということを、むしろ非常に考えなければなら

ないということでございます。国民に対してそう

いう関係のＰＲと申しますか､親しみを持っていた

だく、あるいは理解を持ってもらう。これの一番

典型的な例は昔から起こっている原子力でござい

ますけれども、原子力だけではなくていろんな問

題にそういうことを感ずるわけでございます。な

お一層、科学技術に対する国民理解を深めていか

なければならない。

施策としては、そのためにはいろんな意味で学

校の教育、科学技術館の普及、こういう普及啓蒙

活動をこれから大いに展開していかなければなら

６

ないでしょう。またあわせて、そのときには単な

る被害者意識ではなくて、科学技術が夢とロマン

のものであるという前向きのそういうことも非常

に必要であろうということを、施策として上げて

おるわけでございます。

２番目は科学技術系人材の問題でございます。

これは先ほどの１号答申で申し上げましたが、１

号答申以来、人材問題は大きくは質の向上、その

中で独創性ということ、特にこれは研究者に対･す

る要望、あるいは研究者を管理するところに対す

る要望といっていいのかもしれませんが、日本で

はどうも独創性の研:究が足りないということを言

われてきましたが、前回の11号答申では非常にそ

の辺を強調したわけでございます。

これはもちろんすっかり直っているわけではご

ざいませんで、強調し続けなくてはならないんで

ございますが、質の問題のほかに今回は１号答申

以来しばらくぶりでございますけれども、やはり

難の問題が非常に気になり出しておるということ

で、特に人材のことについては先ほど申しました

小委員会をつくって、非常に細かく検討もしても

らいまして､質と堂との両面でこれからの10年間、

非常に力を入れなければならないということでご

ざいます。

この点、人材養成は大学、あるいは高専等々の

役割も非常に大事でございますので、文部省とも

十分にタイアップをしながら答申をまとめており

ます。後にまた申し上げますことですが、大学が

研究機能として非常に見劣りしてきておるという

ことで、今回の答申ではその辺も非常に力を入れ

ました。これは単に研究機能だけの問題じゃござ

いません。大学の人材養成機能ということにつき

ましても､非常に心配な状況にあるということで、

こういう面についても文部省に非常に力を入れて

いただくということで、文部省の中に大学審議会

とかいろいろございまして、大学の改革、大学院

の改革等、少しずつもう手をつけてこられておら

れます。そのことと今回タイアップするような形

で、人材の量。質両面の養成を強く打ち出してお

るということでございます。

まず量につきまして、科学技術の政策研究所が

かなり綿密なアンケート調査を企業その他研究機

卸室、
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関等に行いました。科学技術系の人材.の中で研究

人材といいますか、研究者というのはいろんな定

義があるんですけれども、一応私どもは科学技術

の研究についての指定統計の調査がございまして、

ここで研究者というのが定義をされております。

あんまり詳しく私もそらんじてないんですけれど

も、簡単に申しますと、大学を出て２年ぐらい研

究業務に従事した人以上を研究者という定義になっ

ております。こういう研究者が日本では今53万人

と、９０年の統計調査ではなっております。

そのうち自然科学系が50万人というごく大ざっ

ぱな数字ですけれども、出ております。この研究

者が将来どのくらい必要になるのかという調査を

やりました結果、１５年後に約九十数万人、これは

推定の大きいほうで、低いほうで八十数万人、大

ざっぱにいって約倍増近くの研究者が１５年後に必

要になるという数字が出てきております。これは

企業の最近の動向、一番大きく研究者がこのごろ

増えておりますのは産業側でございます。非常に

大きな､急速な増加をしておるんでございますが、

それは今後もますます伸びるだろうというのがそ

れぞれの産業側の予測でございまして､それにのっ

とって推計をした数値が今のようなことになって

います。

これは実は大変なことでございまして、供給力

のほうが非常に心配でございます。１８歳の大学入

学者のピークは今年でございました。これから毎

年急激な減少一これは人I」の減少でございます

が、してまいります。そして、１５年後だったと思

いますが､18歳年齢の人口はおよそ３分の２に減っ

てしまうという状況でございます。ですから、供

給力が非常に落ちてくる。研究人材ばかりではご

ざいませんで、大学理工系は金融機関から証券会

社まで人が行ったように、これからも単に従来の

理工系のところだけではなくて､需要はもっとそっ

ちのほうにも広がっていく。そういう中で、研究

者だけ見ましても倍必要だというのは、実は大変

な危機感があるわけでございます。

そういうことで、この供給をどうしていくのか

ということが問題でございます｡今まで戦列に入っ

ていなかった女性を余計こういうところに入れて

いかなければならないだろう。もう１つは、アメ

リカ等でもよくありますように、外国人の研究者

が今日本に留学生その他でどんどん来ております

が、こういう人たちをある程度日本に定着をして

いく。このことについては、いろんな問題がある

んでございますけれども、需給バランスの結果で

は、どうもそういうふうに入っていくんではなか

ろうかなということ。それからもう１つは、高齢

者を今の定年制よりもう少し長く活躍していただ

くということが供給力として考えられることでご

ざいます。

一方、養成のほうとしては当然でございますけ

れども、文部省も大学院一特に研究者は大学院

出ということでありますので､大学院を拡充して、

内容的にも今度は質の問題になりますけれども、

しっかりさせましょうというようなことで展開を

していくことになっております。

しかし、必ずしもうまく需給のバランスがいけ

るのかどうか、ちょっと心配な面もございます。

研究者のほうのそういう予測をやったんでござい

ますけれども、科学技術者全部、簡単に言うと理

工系出身者がほんとうにどのぐらいいるんだとい

うのをもう少し調べなければいけません。文部省

のほうはある種の調査をしているんでございます

けれども、そうではなくて、もうちょっと細かい、

各企業にアンケートをして、きちんとした調査を

横み上げなければいけなかったんでございますけ

れども、ちょっと時間がなくて、こちらの面がで

きかねております。そのことで理工系大学なり、

大学院の供給をどうしていくかということも、も

う少しこれからやっていかなきゃならないんじゃ

なかろうかなと思っております。

いずれにしましても、人材の問題は大変大事で

あろうと思っております。研究者のほうも１例で

ありますが､大学に研究者が非常に残りにくくなっ

ているというのも、ひとしく大学の先生方がおっ

しゃることであります。これは大学、特に施設に

魅力がなくなってきたことと、やはり給料といい

ますか、厚生施設等も含めたトータルとしてのサ

ポートがどうも大学に残っていると弱い。また、

比較的に昔よりも我慢というより、生活エンジョ

イ型の若者が多くなって、だんだん大学に残って

いかなくなってきたという、一方で大変な危機感
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がございます｡これも各方面で言われております｡

大学院で人を出していくことばっかりではなく

て、大学院にまず来る人の素質を上げること、つ

まり研究ということに魅力あるようにしていく。

このことが会社の研究所も同じ研究なんでござい

ますけれども、やはり学生のほうから見ますと一

番身近な大学の研究環境がいい環境でありません

と、そういう励み、意向を持たなくなるというこ

ともあります。そんなことで、大学の環境をもっ

とよくしなければならない。特に、研究環境を非

常によくしなければならないだろうということを、

人材養成の面からも強く要望しておるところでご

ざいます。

そのほか国立、これはよく言われているんでご

ざいますけれども、国立研究機関では国家公務員

の定員問題ということがここ10年ずっとのしかかっ

ておりまして、研究者の定数が増えない。特に研

究補助者がどんどん切られていくという状況で、

研究補助者が非常に不足してきておる。そんなこ

とから国立試験研究機関の研究に非常に支障が出

ているという声も高うございまして、そういう部

門での人材の充実等も訴えております。

その次がお金の問題でございます。研究資金投

資の拡充ということで、これはそれこそ１号答申

以来、各号答申で目標を掲げて引っ張ってきてお

るんでございますが、お金はいつも足りない、う

んと増やさなければいかんということを強調して

おるんでございますけれども、なかなか思うよう

には展開をしません。しかし、従来の答申を見ま

すと各号答申でそれぞれ国民所得に対する目標を

掲げてきております。先ほど１号答申のときには

２％ということであったんでございますが、１０年

たっても実は２％にちょっとなっていないぐらい

でございますが、しかしかなり伸びている。５号

答申で３％とか、こういう数字を上げてきており

ます。

一番最近の11号答申では3.5％という数字を掲げ

ました。答申が出た年と算定した年では１年ぐら

い出てくるデータが遅いもんですから、昭和59年

のときには答申が出たんですけれども、数字とし

ては昭和57年とか昭和58年の数字で物を考えたわ

けでございます｡1990年に3.4幾つという数字にな

８

りまして、3.5に近づいたということで、目標を掲

げてそれに到達する速度もどんどん早まってまい

りました。国民所得息に対するパーセンテージとい

うことで日本の研究開発費を引っ張ってまいりま

したが、当初はかなり夢のような話に受け取られ

ていたものが、だんだん現実感をもって科学技術

会議の答申もそういう意味では少しは評価をされ

ているようになってきております。

ただ、今度の答申の目標としては、国民所得に

対する目標をやめることにいたしました。これは

もうご承知のことでございますが、日本の研究開

発投資は簡単に申しますと、産業界のほうだけが

伸びてきて、国の研究費のほうが必ずしも十分な

スピードで伸びていない。伸びていることは伸び

ているんでございますけれども、十分なスピード

で伸びていない。したがいまして、トータルでの

構成と申しますか昭和30年代の１号あたりでは、

国の投資は民間投資を含む全体の27～28％ぐらい

だったと思います。それがどんどん低落をしてき

ておりまして、この1990年の状態では17％まで落

ちています。国が17％で83％が民間投資。

こういうことではやはりいけない。これはお配

りした資料に表が書いてございます。表１．科学

技術水準の国際比較というところをごらんになっ

ていただきますと、日本の研究費総額、1990年で

ございますけれども、１３兆円。アメリカが21兆円

という数字が出ております。これに対して、その

下に政府負担額とありますが、政府の研究開発費

というのは２兆３，０００億円､17.9％という数字であ

ります。アメリカは46％、半分近く国がお金を出

しておるという状況でございます。

ＧＮＰ比でも日本が0.54％、アメリカが1.27％、

ドイツが0.96％、フランスが1.15％、イギリスで

さえ0.82％ということで、いかにも日本の政府は

科学技術に投資が少ない､ＧＮＰから見ても少ない。

国民所得目標は割合早期に、トータルとしての研

究費は達成できるんですけれども、政府がそんな

ことではだめなので、今回は政府の投資目標を掲

げようということにいたしました。

諸外国がＧＮＰの１％、日本は今0.54％ですか

ら､できるだけ早くＧＮＰで１％までということが

一番言いたかったことでございます。これには先

に屯
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ほどちょっと申しました、各省、特に予算当局が

絡んでおりまして、なかなか明確な数字でもって

いくわけにはいかなかったんでございます。結論

としては、現在のお金をできるだけ早く倍増させ

よう、この2.3兆円を4.6兆円にできるだけ早い時

期にもっていこうということで、できるだけ早く

というのは政府各省の努力だということになって

おるわけでございます。

なおちょっとつけ加えますと、よく研究費の問

題で出るんですが、アメリカは国防研究費を除き

ますと0.5％ということで､あんまり違ってないじゃ

ないかというのが、大蔵省のよく言うことでござ

います。日本の国防研究費というのは防衛庁でご

ざいますが、防衛庁はここのところ非常に研究費

が伸びてきておりまして､今1,0CO億円を超えてお

ります。したがいまして、日本もここは0.54％か

ら0.51％とちょっと落ちています◎しかし、国防

研究費でもアメリカは基礎研究をたくさんやって

おるわけでございますから､数字の単なる比較じゃ

なくて、内容的にはやはりアメリカと非常に違っ

ておるので、研究費をもっと増やしていきません

といけないだろうということでございます。

研究費については申し上げることがまだたくさ

んあるんでございますけれども、だんだん時間が

なくなっておりますので、またご質問等で申し上

げてまいろうかと思います。研究費の拡充は一応

そういう倍増ということでございます。

その次は、研究基盤の強化ということを上げて

おります。これは大学。国研が大変問題だと今ま

で申し上げてきたことを、ここのところでは強調

いたしまして、施設。設備の更新・補修。特に研

究費そのものも大学の先生方でいくところにはか

なりいっているというお話もございますが、一番

間題なのは研究室一建物がずっと建たないとい

うことで、研究施設、あるいは昔からの大学は非

常に古い研究室を使っておりますので、ガス。水

道というインフラ的なこと等が非常に落ちている

というようなことから、特に施設設備の更新・補

修ということをうたい出しております。文部省も

この点は最近よくわかりまして、同調をしてきて

おります。

このほかに当然、科学技術情報の問題、まだま

だこれもｎ本では欧米に比べますと劣っておりま

す。データベースの作成からネットワークの形成

等々、最近大分力を入れてきておりますが、まだ

まだ劣っております。特に国費ベースでしなけれ

ばならないところが劣っているもんですから、こ

ういう点も研究基盤の強化で力を入れてほしいと

いうことを言っております。

５番目も大変大事なことで、研究活動の活性化

と創造性の発揮。創造性ある研究をどんどん日本

で伸ばしたいということで、基礎研究の振興に大

変力をここのところ入れてきておるわけでござい

ますが、この点についてはまだまだいろんな意味

で制度の障壁、特に国の研究機関、これは大学も

含めてでございますが、非常に人とお金の面で障

壁がたくさんあります。

１つには、国の機関は財産については国有財産

法という古い法律がありまして、これでずっと長

く運営をしてきたもんでございますから、これを

変えなければならないような事態に対･しましては、

なかなか抵抗が大きくてできない。それから、各

省の予算が縦割になっておるので、例えば１つの

省の研究所がよその省から研究費をもらってやる

ということが日本では非常にできにくくなってい

る。つまり、資金の流動性がない。あるいは、知

的所有権、この研究費で得られた結果の財･産、そ

れの所有権の問題。国は昔の法律で、今でいうと

身勝手と言われているんでございますけれども、

お金を出した以上は誰が研究しようと全部国の財

産としてしまうというやり方になっております。

そんなこともそろそろ直していかなければならな

いｏ

それから公務員法、人に関しましては国家公務

員法というのがありまして、これがまた教育職、

研究職､税務職､いろいろたくさんございますが、

それぞれの職種別にいろいろ決め方が細かくなっ

ております。教育職と研究職は同じようにやって

いるんですけれども、従来からのいきさつで非常

に研究聯は教育1職に比べて、例えば出勤出張に関

する自由度だとか、大分違っております。そうい

う点も国立試験研究機関の人が大学の先生並みに

何かしようとすると、すぐに問題になってくると

いうようなこともありまして、こういう点もでき
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るだけ直さなければならない。

これにつきましては、現在法律の改正を国会に

出すことにしておりますが、数年前（昭和6,年か

62年）だったと思いますが、研究交流促進法とい

う法律を出しまして、先ほど申しました公務員法

と国有財.産法に関する特例措置一風穴といいま

すか、つくったんでございますけれども、なお十

分でないということで、さらに今回その一部を改

正して、少しでも自由度をつけていこう、そのこ

とがいろんな意味で研究の活性化につながるとい

うことであります。創造性の発揮の面でも研究管

理ということについて、これは前々から言われて

おりまして、少しずつ直ってきておるんでござい

ますけれども、直していかなければ世の中の要望

にこたえられないということで、提言を幾つかし

ておるわけでございます。

さらに、活性化や創造性の発揮のために引っ張

り上げていくような中核機関をつくろうじゃない

かということで、それをセンター．オブ．エクセ

レンスという言葉で呼んでおります。これは簡単

に申しますと、世界の学者、特に一流の学者が来

たがるような研究所をセンター．オブ．エクセレ

ンスというふうに言っておるんでございます。つ

まり、研:究環境一研究環境の中には指導者、お

金、仲間、研究情報、そういうことへのアクセス、

いろんな要件がいっぱいあると思いますが、そう

いう研究環境が非常にいい研究所を日本の中に幾

つかつくっていかなくちゃいけないということで、

このセンター。オブ・エクセレンスを日本の中に

育てていこうじゃないかという提言もいたしてお

ります。

６番目が国際的な科学技術活動の強化でござい

ます。これは11号答申以来、言われてきておりま

す。いろんな意味で科学技術の国際化が進んでお

りますので、積極的に共同研究なり、開発なりも

やっていかなければならないし、開発途上国、あ

るいはソ連の崩壊により,ます旧ソ連．東欧へのい

ろんな意味での･協力をこれからやっていかなきゃ

ならないだろうということも言っております。

特に、今回国際の面でとりあげましたのは、こ

こでメガサイエンスという言葉を使っております

が、巨大科学というか、あるいは巨大科学技術と

ZＯ

いったようなものであります｡例えば､宇宙ステー

ションのプロジェクト、最近新聞紙上をにぎわし

ていますＳＳＣ(巨大な加速機)、あるいは核融合の

研究といった’つの国の分担としては数千億円、

トータルとしては１兆円以上にもなるような大き

なプロジェクトが少しずつ出だしております。日

本は国際的に、簡単に言うとお金があるような国

になってきたので、これに共同あるいは国際貢献

といったような意味合いを含めて参加していかな

ければならない。そのことで積極的に取り組んで

いく必要があるし、そのことのためのルールとい

うか、考え方等も大いにまとめなければならない

といったような提言等が、このメガサイエンスへ

の取り組みということで言われておることでござ

います。

少しはしょっておると思いますが、大体の点を

申し上げてまいりましたが、最後に７番目、地域

における科学技術の振興ということでございます。

この地域というのは日本の各県と言ったほうがよ

ろしいかと思います。従来、研究開発というのは

どちらかというと、国レベルで行われてきており

まして、県とか市町村レベルでは地場産業、農業

といった面で活動して来ていますが、予算とかい

ろんな面で見ますと、国のベースといいますか、

国のお金で実際上、展開をしてきておるわけでご

ざいます。

ところがここ数年来､大分動きが変わってまいっ

ております。簡単に言うと、工場立地から研究学

園都市立地、あるいは学園都市立地という地方の

振興方策が少しずつ動いてきております。そうい

うこととともに、地方自体が従来国ベースでやっ

ていました科学技術を積極的に、お金も人も考え

ながら伸ばしていこうという機運が出てまいって

おります。機運ばかりでございませんで、実際そ

ういうのが幾つか、ご承知のようなところに出て

おるわけでございます。これはこれで日本の国全

体として見ましたときには、総合的にこういう分

野と連係もしなければなりませんし、また必要な

手助けがあるならばしていかなければならないで

しょう、というようなことで地域における科学技

術の振興を掲げております。

これは従来の科学技術会議の中では地方の地場

〆司
■
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産業とか、そういうことを育てる必要があるとい

うことは言ってきておりますけれども、まともな

意味で国のベースと同じような形で地域における

科･学技術の振興を取り上げましたのは、初めてで

ございます。以上が、これから展開していく３目

標に対する重点施策ということで掲げたわけでご

ざいます。

最後が３章ということになっておりますが、基

礎科学の振興、これは言われておることでござい

ますけれども、大いにやっていかなければならな

い。それから、重要分野の研究開発も推進しなけ

ればならないということで、幾つかの項目を掲げ

ております。

基礎科学の振興では、もちろん施策として科学

技術の行政の面から各省なり、文部省なりがやら

なければならないことがいろいろあるわけでござ

いますが、個々の施策のほかにもう少し基礎科学

の振興には'幅広い視野、そして'幅広いそういう意

味での行政がいるんではなかろうかということで

ございます。それには、先ほど来申しました卓越

した研究環境、創造性を引き出す教育環境という

ようなことが必要であるがために、基礎科･学の研

究を尊重する社会環境、研究者に刺激を与える文

化的環境といったことについても、大いに関心を

持って、それぞれの行政庁ができるだけ施策を講

じていくことが必要なんだということを言ってお

ります。これは単に研究分野のことだけではなく

て、教育からもっと広く文化まで含めた形で国民

が関心を持って、基礎科学の大事さ、それに携わ

る人々の必要性、立派さというようなことを社会

がどんどん育ていくようにする必要があるだろう

ということでございます。

それから、重要分野の研究開発は項目がたくさ

ん上がっておりますが、これらは項目だけ、ある誓

いはポイントだけになっております。それは分野

が非常に広いということもございますが、まず先

導的、基礎的な分野につきましては、科学技術会

議が別途に研究開発基本計画を策定いたしており

ます。例えば、エネルギー、物質･材料系、情報・

電子系、ライフサイエンス、ソフト系といったよ

うなところにつきましては、科学技術会議が研究

開発基本計画を策定いたしております。

また、宇宙科学、原子力、海洋といったような

ところにつきましては、これまたそれぞれそうい

う担当の委員会、行政部局がございます。そうい

うところで基本計画に相当するような－種の長期

計画といったようなものも出しております。その

ほか、農林省、厚生省ではがんの撲滅とか、いろ

いろ個別にこういう長期基本計画がある程度出て

おります。科学技術会議はそれを束ねる形のとこ

ろでございますので、ここはどちらかというと項

目程度になっておりますが、これからの方向を分

野としてまとめたものでございます。

以上がごく概略を申し上げました18号答申でご

ざいます。これを今後どうしていくかにつきまし

ては、１１号答申のときには科学技術会議が答申を

出すことによりまして、政府側は科学技術政策大

綱というのをつくりました。これを閣議決定して

おります。先ほど科学技術会議の構成を申し上げ

ましたが、ほとんど科学技術関係の閣僚も出席し

て答申したものでございますので、閣議と似たよ

うなことでございますけれども、こちらは一応政

府そのものの施策というよりは、一種の意見とい

いますか、勧告的なものでございます。そういう

意味合いで同意をしておるということもございま

す。これを政府自身が自分で覚悟を決めて「こう

いうことにするよ」ということのためには、閣議

決定という形が必要でございます。前回もそうい

うことをしておりますので、今回もこれを受けて

科学技術の政策大綱といったようなものを、おそ

らく閣議決定する運びになっていくんだろうと思

います。研究費の倍増の問題等、かなり各省間で

いろいろやりとりをしたあげくの果てに決まるこ

とになるわけでございまして、どういう決まり方

になるかわかりません。

一方、行革審でご承知のように「･世界の中の日

本部会」という行革審の部会がございましたが、

ここではやはり世界の中の日本のために科学技術、

特に学術という言葉をあそこは盛んに使っており

ますが、これをもう一段国際貢献ができるような

形にしないといけない。そのことのためには、科

学技術の答申と似ているんでございますが、お金

も増やさなければならない。あるいは人や資金の

流通等もよくしなければならんというようなこと
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を、やはり行革審として出しております。これが

昨年の11月か12月ごろだったと思います。本答申

まではもうちょっとかかっていると思います。

そのほかにもう１つ大きな政府関係の動きとし

ましては、自民党の中にいろんな調査をする部会

一一逓'信部会、科学技術部会、いろんな部会があ

ります。自民党は特別部会を１つつくりまして、

それで科学技術の問題、特に国際的な科学技術を

展開する問題につきましては、調査をして報告を

出そうとしております。この部会長が中村喜四郎

さん（前科学技術庁長官）なので中村部会と呼ん

でおります。ここでもずっと大学の問題、国立研

究機関、基礎研究問題、先ほど申しましたメガサ

イエンスの問題等々、取り組んできております。

そして、やはり国際的に貢献をすることのための

日本の特別な、別枠的なお金を用意しないとだめ

なんじゃないかというのが、ほぼ諸先生方の意見

になってきておりまして、これをどういうふうに

展開するのか。もう１つは、十数年やってきまし

た予算の枠設定が伸びをどうしても抑えておる問

題。これも何とかしなければならんのじやないか

ということで、政府の予算編成に関する意見がか

なり強力に今議論をされております。どう展開す

るか、今年の夏ごろにかけてのことになろうかと

思います。新聞等に出ました国際貢献税等につい

ても関心を持って動いておるようでございます。

先般呼ばれまして、１８号答申について中村部会に

説明をいたしておきました。できるだけ早く倍増

に力を入れてくださいということを言っておきま

した。

そんなことで、答申が出まして当初の反応とし

ましては、政府関係がこれに関してどう動くか、

その一番のはしりが先ほど申しました研究交流促

進法の改正ということで、今国会に出しておりま

す。そして、来年度の予算編成ということで、倍

増なり、あるいは大学。国立試験研究機関の強化

の問題、今後どのぐらい伸びを少しずつ見せてい

くか､その辺がこれからのポイントかと思います。

いずれにしましても、科学技術会議の答申は１０

年ベースで物を考えております。今年だけではな

くて、毎年毎年努力を積み重ねて、ここで示した

方向にもっていってもらいたいもんだと思ってお

/２

ります｡私どもは諮問機関の人間でございまして、

直接行政に携わっているわけではありませんけれ

ども､行政への多少の影響力もありますので､機

会をとらえてプッシュしてまいりたいと思ってお

る次第でございます。以上、ちょっと長くなりま

したが。

司会どうもありがとうございました。それで

は食事にしていただいて、その間にいろいろご検

討をいただいて、それからご質問をお願いしたい

と思います。今ちょうど15分ぐらいですから、半

ぐらいからさせていただきます。時間がかなり詰

まっておりますけれども、よろしくお願いいたし

ます。

（休憩）

司会今、１８号答申をつくられるときの内容の

話、どうして18号答申になってきたかというとこ

ろ、１８号答申の３つの柱、７つの施策のお話をい

ただきました。あと時間の許す限り、皆様からご

質問なりご討・議なりをいただきたいと思います。

大沢今井さん、１つだけちょっとつけ加えさ

せていただきたいんですが。先ほど話したことな

んですが、ちょっとデータを引くのを忘れて、こ

れはぜひご承知おきいただきたいと思いますのが、

１３ページ、一番最後のページのデータをちょっと

ごらんいただくと、若い人の科学技術離れ、つま

り私ども工学なり理科系として非常に心配だとい

うのが､ものすごくこの表に出ていますので､ちょっ

とだけ申し上げます。

これは総理府の調査で出たものでございます。

上が科学技術に関心があるということで調べたも

のが、２０歳代というところにご注目いただきたい

んですが。1976年で80％あったものが60％まで落

ちておる。また、関心がないということで調べた

ものが、昔は20％であったものが、今40％を超え

ているという、特に20歳代の線がほかの年代から

見ますと、著しく変わっている点、この辺が日本

の科学技術の将来にとって非常に心配な要素であっ

て、先ほど申し上げたようなことの必要性を言っ

ておるわけでございます。

司会どうもありがとうございました。今の点

は､この前の国際会議のときにアメリカの人がちょ

うど報告したと思うんですけれども、そのときは
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アメリカは逆な傾向なんですね。若い人が関心を

持ちだしているんです。かなり国によって違うこ

とが起こっているなという感じでした。どうぞ、

ご質問なりご討議をお願いいたします。

質問日本通信衛星の神谷でございます。今、

大沢先生からお話があった最後の２～３ページの

話ですね。新聞紙上の世論とか圧力と申しましょ

うか、私は大学の工学部に行っておりますけれど

も、クラス会なんかでおやじが理科系統で、息子

がどこに行ったかというと、早稲田、慶応の政経、

一橋だというのが８割の感じですね。理科系統に

行く人が非常に少ない。

こういう現象は学校出てからの社会的な待遇の

問題もあると思うんですが、人間としてこれはお

もしろい、興味があるという感じ、このことにつ

いて文部省なり科学技術庁が、理科系統の教育カ

リキュラムをほんとうに洗い直していくか◎･世論

調査ももちろん必要でしょうけれども、人間の頭

脳の発展とカリキュラム、その深みですね、これ

も大いに研究しなければいかんと思います。その

ようなことが事実行われて、カリキュラムという

のは今実現されているのか、その辺の状況をお聞

きしたい。

もう１つは、ほんとうに自分が理科系統に向い

ているか、向いていないのか理解できないうちに

方向を決めてしまうような今の学制でございます

ね。昔は旧制高等学校というのがあったわけでご

ざいますけれども、そういうようなことで「だめ

だ、だめだ」と言っているんじゃなくて、若い者

に興味を持って科学技術教育を受けるような仕組

みをつくっていかなければいかんと思います。こ

の辺について先生のご意見をお伺いしたいと思い

ます。

大沢お話のとおりと思っております｡そして、

どうしていくのかということについて、いろいろ

なことがあろうかと思います。私ども、つくる過

程でも少し議論はしたんですけれども、なかなか

具体的な施策というふうにはまだとてもいかなかっ

たんですが。何かこれだけのことに関しまして、

また有識者を集めて、もう少し具体的な展開をす

るような提言をしていかなきゃならないんじゃな

いのかなと思います。

お話でふっと思ったのは、イギリスの例のろう

そくの科学で大学の立派な先生が青少年向けに科

学技術のおもしろさをやるような、今カリキュラ

ムとおっしゃいましたけれども、何かそういうこ

とが日本の中にうんとまだ足りない。立派な先生

もときにはいらっしゃるようでございますけれど

も、そういう先生を一方で引っ張り上げながら、

そういう教育やカリキュラムがどんどん展開して

いくようなことが必要なんで、これはかなり組織

的に議論をしてやってもらわなければならないな

と思っております◎

文部省のほうもずっと議論には参加しておられ

て、わかってはおられるのかもしれませんけれど

も、文部省の施策で展開させるためにはまたみん

なで世論を持ち上げませんと。私の印象を率直に

申し上げますと、文部省はもともと保守的な官庁

でございますので、新しいことに関しては相当周

りからのプレッシャーがないと動かないところで

ございます。また、大変動くのが難しいところで

もあるんでしょう。しかし、それをやらしていか

ないといけないかというふうに思っております。

質問それと、もう１つは理科系統という定義

が､計算がうまいとか、そういうことじゃなくて、

やはり埜的に物をとらえ、１つのシステムをつくっ

ていく、その頭脳でございますね、これが特に工

学系には必要だと思うんです。その辺でこのごろ

は情報工学と言われるところで、文科系統的な人

も両方の人が行けるような形になっておりますけ

れども、その辺で科学技術者の素質とか素養とい

うものについて、もう一遍掘り下げて研究し直さ

なければいかんのじやないかということも考えて

おるんですが。

大沢大学の審議会等でも、ときどき新聞紙上

にも出ておりますけれども、かつての高校という

ことでもないんですが、今の大学の、特に教養課

程を、理科、社会の選択がまだわからないところ

でもあるんで、カリキュラムとしては横に広げる

ことで、その後にほんとうの選択肢がとれるよう

なことの議論も随分なされているように聞いてお

ります。しかし、６．３．３制の制度を改正する

というのはなかなか大変なようでして、今はどち

らかというと大学院のほうに文部省としては手を
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つけていって、そして徐々に、そういう意識は文

部省のほうも持っているようでございますから、

直していくというと変ですが、今はむしろちゃん

とした理科系を育てる大学院コースがまだ不十分

で､まず受入側を充実しておいてということも言っ

ております。

大学院の教育に関しては、私は理科系の議論だ

けずっとこちらでは聞いているんですが、文部省

のほうに行きますと、社会科学のほうも全く今度

は別な意味で、どうも日本の大学が、大学自体で

終わっているのがおかしい。つまり社会といいま

すか、人文系は学卒でずっと、これが当たり前み

たいになっている。欧米と少しその辺が違い過ぎ

ている。欧米もかなり人文系も大学院に行って、

国際問題やいろんなことを勉強しておるのに、日

本はどうもまだそこのところが出来ていないとい

うこともありまして、人文系も大学院の充実とい

うことを非常に言っております。

質問ちょっと一言、よろしいですか。元東京

大学におりました梅村でございます。先ほど一言

おっしゃった核融合のことですね。それをちょっ

と伺いたいと思いまして。実は、もう15年ぐらい

前になりますけれども、そのころそういう問題に

ついて２１世紀のことを考えて、大学院で教育して

いかなきゃいけないんじゃないかというようなこ

とで、少し始めかけたんです。現在、日本の国と

いたしましてそういう核融合の問題をどういうふ

うにお考えになっているのか、ちょっと伺わして

いただきたいと思います。

大沢ちょっとご質問の趣旨が明確につかめな

いですが、向坊先生、お帰りになってしまったの

息で､向坊先生が核副(合は直接に関係していらっしゃ

るんですけれども。日本としてはいろんな科学・

技術の中ではかなり早い時期に核融合を取り上げ

たんではないかと思っております。そして、取り

上げたのはエネルギー問題ということだと思って

おります、私の感じは。

質問ほかのご質問もあるかと思いますので、

現在国がどう考えているかということだけ､ちょっ

と一言伺わしていただければ。将来どう持ってい

こうとしているのか。

大沢方針は原子力委員会で向坊先生のほうの、

Z４

前おやりになっていたこの方針でございますけれ

ども、核融合はもう大きくなりましたので、国際

協力で進めていくという路線で完全に走っている

と思います。

質問日本もかなりやろうという気はおありな

んですね。

大沢そうでございますね○

質問大同特殊鋼の大沢と申します。先ほどの

グラフLで20歳代が大変関心が落ちたということで

ございますけれども、既に20歳代では遅いんで、

ティーンエイジャーに対する施策というか、調査

というか、それに対しては母親の影響が非常に大

きいと思うんですよ。だから、その辺の意識調査

をもう一度やっていただいたらいいんじゃないか

なと思います。

大沢おっしゃるとおりだと思っております。

文部省の関係には多少、そういうデータがあるよ

うでございます。おっしゃるとおりの現象がたし

か出て、母親、そして小さいときからという現象

が明らかに出ておるということのようです○

司会この問題は最も重要な問題じゃないかと

思いますので、できるだけ早く重点的に調べてい

ただきたい。あるいはそれに対する施策をお考え

いただきたいと思います◎

大沢施策となるとなかなか面倒かと思います

が､やはり実態的に理工系に行ったら損だという、

簡単に言うとそのことを直していくことが、どう

も一番早いんじゃないかというのが、いろんな議

論をしていきますと、皆さんが言われるところで、

落ち着くところに落ち着くんでございますけれど

も。先ほどちょっと今井さんからアメリカのお話

がございましたが、こういう問題は必ずしも長い

波動で動いていない面もあるんですね。.世の中の

調子がちょっと変わると、特に学生の志望なんて

いうのはすっと動いていくという現象がありまし

て、非常に水もの的な要素も実はあるんですけれ

ども｡ただ､表が少し長期トレンド的な色彩を持っ

ているもんですから、我々も心配をしておるとい

うことでございます◎

司会確かに、アメリカは大統領をはじめ夢中

になってやっているもんですから、若い人たちは

それを言わないと今の空気に合わないという感じ、

‘南、
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そっちに動いているのかなという感じがいたしま

す。日本の場合はなかなか。

大沢女'性の初婚年齢がアメリカではずっと上

がってきたのが、今また下がりだしているようで

すね。ですから、こういう世の中だからずっとそ

れで行ってしまうのかと思うと、必ずしもそうで

はない面も何かの要因で出てくるということもあ

るんですから、しかしほうっておくのはあまりい

いことではないと思っております。

司会今のお話はなかなか難しくって、お役所

的にはどこがご担当になるのか、あんまりはっき

りしない問題というか、非常に広い範囲にわたる

問題なもんですから、難しい問題のように思いま

すね。ですから、さっきちょっとおっしゃったよ

うに、世間からというか、そうことが動けばいい

んだろうと思うんですけれども。どこでそういう

機運をつくっていくか、難しいと思うんですけれ

ども、しなくちゃいけないですね。

質問きょうは大変ありがとうございました。

大沢先生がお話しになった18号答申は、私どもの

受けとめ方をこう持っていったほうがいいんじゃ

ないかと思っておりますのは、単なる科学技術政

策というよりも、日本の新世紀に向けて生きる道

というのは、資源がない国として知的資源、人づ

くりにあるのだということが非常に重要だという

ふうに私は認識をしております。

その人づくりというのは、今のお話のように若

いところから持っていくという場合は、日本の社

会全体で考えるべきだというご指摘だと思うんで

す。ですから、単なる大学へ入ろうというのは１

つの方法論でしょうけれども大学に入って教養学

部で見てみても、大学側で見ておったら、だれも

産業に志望しない。ただ、１つ研究者になるのは

ノーベル賞しかない。素質がなければやめとく。

こういうロジックだと思うんです。しかし、それ

では日本がもたないということと同時に、日本が

世界の中に生きる場合には、資源がなければ知的

ストック、人づくり、それも大学も開放して、世

界の人に対･してこれだけ進んだ日本の社会を学ぶ

機会を与えるということを、今回答申されたとい

う意味では、私どもアカデミーでもこれに全力を

挙げて取り組むべきだと思っております。

第２に、きょうのご方針のように、地球環境と

の調整というのは、ちょっと時間がなくてお話し

にならなかったと思いますけれども、ただ地球環

境だけじゃなしに、東南アジア等地域地域に対し

て科学技術的な共生という意味で、それぞれの国

にふさわしい．協力をすべきだということを答申に

細かくうたっておられます。そういう視点が今ま

でなかった｡そのためには､今井先生とアカデミー

からもアジア関係についてのＯＤＡ予算に対しても、

大学は大学だけと言ってもそれぞれの国は国づく

りということを考えていますから、むしろエンジ

ニアですね。エンジニアとなりますと、ワーカー

は通産省だと、みんなばらばらですから、一本化

という基本思想が出ておりますから、閣議決定に

なられた後の細かい１つ１つの問題は、１つずつ

についてある社会的なプレッシャーをかけないと

いけないという気がいたします。

第３点は、社会に対して言うことは、我々学術

会議でも問題になっておりますのは、いわゆる科

学技術というのは大学の自由であって、先生方と

いうのは自由にやっていけばいいんだ、これは事

実なんですけれども。その知識を社会に生かすと

いうことが今重要ですね。ＳＳＣの問題でも議論に

なったんですが、これは学問としての意味は非常

に大きいと思います。これだけ全世界が混乱して

いる中に、限られた資源を投入して科学研究する

場合に、どれが人類のためになるかというような

バランスで投入すべきことを、これだけ経済成長

した日本から提案すべきですね。

ところが、そういう非常に細かい些細な当面の

問題が出てきますので、ぜひ大沢議員におかれま

しては、今のように個別個別の問題についてもひ

とつ提案をされて、ある意味では科学技術会議と

いう名前で､アカデミーにひとつやってみるとか、

それぞれの関係にやってみろというふうな形の、

次々とそういうものを起こしていただきますと、

国全体を見た場合にこれだけの科学技術大綱に近

いものが出てきますと、lo年はこういう考え方で

いくんだ、非常に中身がいい、しからば具体的に

どうしようか。大学でも今後あるべき大学のあり

方というものを当然出すべきです。個々の先生が

あり方を持っておられても大きな流れになりませ
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ん。流れにならなければ研究をやったことのない

文部省の文部官僚の中ではわからないと思います。

というようなこともございますので、これはお願

いでございますが、諸先生方がおっしゃってます

ように、何かグループごとに必要があればアカデ

ミーはそういうためにできておりますので、我々

もボランティアでその作業をせいと言われれば、

喜んでやらしていただきます。よろしくお願いい

たします。以上でございます◎

大沢どうもありがとうございました。

司会いかがでございましょうか。若い人たち

に魅力があるようにするとか、ろうそくの科学の

こともお話をされていましたけれども、何かそう

いう種類のことで……私なんか思うのは、科学博

物館、工業･博物館、産業博物館といったようなも

のは､どうも日本にはあまりいいものがないんじゃ

ないかという気がします。どこが、だれがやるの

かわからないままに言うわけなんですけれども、

企業としてもいろいろ参画する面がありますでしょ

うし。地方では随分そういうような博物館を考え

ておられるようですけれども、なかなか科学工学

というか、産業科学というところになると、簡単

に地方ではできないと思うんですね。企業も相当

参画しなければいけないし、先生方も相当参画し

ていただかなくてはいけない。その辺のところは

どこかでだれが動かしていくのか、ちょっとわか

らないで言うんですけれども。

大沢私は科学館とかそういうところの展開に

関しまして、昔から関心を持っておりました。筑

波の万･博というのは私が役所にいるときに始めた

んですが｡あれはちょっとうまくいかなかったと

いうのは、ほんとうはドイチェス・ミュージアム

なり、スミソニアンみたいなものを日本には必要

だろうと考えまして、それを一般的な予算とか、

そういう形ではとても取れる雰囲気じゃなかった。

そこで、博覧会をやってそのときに建物をつくっ

て、博物館にしようと実は考えました。ところが

知識がなくて、万･博をやってしまうと建物を壊さ

なくてはならないという規程が入っているのを、

実は知らなかったんです。

博覧会をそういうことで済ませて、あれ自体は

青少年に対する科学技術ということを一番基本に

Z６

やろうということで、やっていただき、各企業の

パビリオン等もできるだけそういう努力をしてい

ただいたというふうには思っております。その結

果、当時の調査では、関東地方なんですけれども、

関心の度合が一時高まったという調査は出ており

まして、やはりああいうことは大変いいことなん

だろうと思っております。

そこで､160億円ぐらい残したんですが、その基

金を筑波万博記念基金という形で、これは大阪と

同じでございますけれども、清算をした結果出た

利益でございますが、それをベースにして財・団が

できております。この財団はやはり筑波でやった

ということのために、茨城県が非常に関心が高く

て､あっちに使え､こっちに使えということがあっ

て、すべてがうまくいっていないんですが。その

中の１つとして最近、ぜひということでやっても

らっていますのが、先ほどもちょっと申しました

が、全国の市町村が幸いに美術館、あるいは博物

館ということからさらに子供の科学館、水族館と

か、地方自治体が非常に今こういうのをつくるの

に熱心なわけでございます。そして、そういうと

ころに大抵そういうことができるためには起案者

というのか、モーテイブフォースになったような

人で熱心な方がいまして、非常にいいんですが、

それは世代が変わったり、時間がたってくると意

識が薄れていく。それからいろいろ全国でありま

すので、相互に大いに連係をとっていったほうが

いいようなこともたくさん考えつくわけです。そ

こで、その基金のお金を少し使って、今全国の科

学館の連係運動を少し起こしております。

一方、企業のほうも、特に大きな企業は自分自

身のいろんな遺産、特に明治からのものは持って

いらっしゃって、そういうものを展示するとか、

あるいはＰＲのことのために薬なり何なりというこ

とでの展示館もつくっておられる。こういう関係

のものをできるだけだんだん輪を広げていって、

１つの大きなサークルといいますか、団体のよう

な形にして、相互に啓発し合い、融通し合ってい

い形にもっていくことが大事なんじゃないのかと

いうことで、私もこういうポジションなもんです

から、直接じゃないんですけれども、筑波の記念

財団、筑波エクスポセンターというのが今残って

毎国園
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おりますが、そこを中心にして少し展開するよう

に後ろから押しております。

また､産業の関係の方々もそういう意味合いで、

運動に一緒になっていただいて、原子力なんかは

特にＰＲといいますか､原子力の広報のために発電

所やなんかに大変立派なＰＲ館を持っておられます。

これもあんまりかたく原子力、原子力で偏るんで

はなくて、もうちょっと間口を一般の科学技術ま

でお互いに広げていく。それから、科学館のほう

でもうちのところは原子力がないんだからと言っ

て放っておくんでないような、そういう広い意味

での科学知識の普及なり、理解なりということを

していかなければいけないだろうと思っておりま

す。

それから、今ちょっと今井さんのお話で気がつ

きましたのは、上野の科学館も大分古くなってい

るんですが、あそこもいろいろ聞いてみますと、

説明員が科学技術に大変熱心な高校の先生でリタ

イアした方とか、工専の先生でリタイアしたよう

な方がかなりボランティアで参加しておられるよ

うです。やはり、説明負とかそういうのはそうい

う方々が一番向いているように思います。その辺

もまだあんまり組織的なものができていないんで

す。上野の科学館だけがちょっとそういうことで

やっておられるとか。こんなのも少し全国的な組

織化をしていくと、いいことになるんじゃないか

なということを今考えているようなことでござい

ます。

質問先ほど来、科学･博物館とか科学館のお話

が出ましたですね。私もIまつと思ったんですが、

実は電電公社が今から17～８年前に何十周年の事

業として米沢総裁の時代ですけれども、電気通信

科学館というのをつくったんですね｡そのときに、

私も関係したんですが、一体対象をどこに置くか

ということが、いろいろ問題になりました。大学

生なのか高校生なのか。それでやっぱり高校の上

級ぐらいを対象にしてということだったんですが、

実際にできてみますとどういう人が入るかという

と、小学生を親が連れてくるとか、そういう我々

が意図したところよりももっと若い人たちが来る

んですね。

しかし、その後真藤社長の時代になって、電電

公社がもっともうけなければいかんという時代に、

あれは金がかかるというんで、ついにつぶれてし

まったわけなんです。今考えてみれば非常に残念

でございまして、やっぱりこういうものを我々は

高校生だから興味持たないなと思うけれども、親

は子供に興味を持たせようと思って連れてくると。

そういうことが非常に印象的でございました。

大沢おっしゃるとおりで、筑波のときもそう

だったんですが、高校生はどうも日本は忙しいよ

うでございます。関心も多少ある方もあるんです

けれども、どうも中学ぐらいの対象が一番数とし

てはどこも多いようでございます。ただ、やはり

いろんな種類があっていいんじゃないかと思いま

す。

それから、そういうボランティア的な活動とし

て大変おもしろいのは、公立で大阪市立だったと

思いますけれども、日本全国をまたにして科学技

術の基礎知識の普及のようなことを、チームを組

んでやっておるというような例もあるんですね。

北海道の紋別まで出ていくとか、１年間に３カ所

とか４カ所決めて歩かれるんです。これはやるほ

うの人には非常に意欲になっているようでござい

ます。そして、実際上、受け入れたところもなか

なかベテランなので、非常に効果がある。ですか

ら、必ず常設ということだけ考えることもないよ

うでございますね。

司会どうもありがとうございました。大体、

時間になりましたので、まだいろいろと御質問が

おありかと思いますけれども、一応これで終わら

せていただきたいと思います。どうも大沢先生、

ありがとうございました。

大沢どうも、よろしくお願いいたします。
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趣

諮問第18号「新世紀に向けてとるべき科学技術の

総合的基本方策について」に対する答申（概要）

第１章新世紀に向けてとるべき科学技術政策の

基本的な方向

１．第11号答申の策定後、７年が経過し、科学技

術とこれをめぐる諸情勢が大きく変化。

①国民の意識が、物質的な豊かさから、ゆと

り、潤い、'快適さといった精神的・心理的な

豊かさを求めるものに変質。経済の成長を維

持しながら、人口構成の急激な高齢化や中堅

的労働力の減少、国土の均衡ある発展、環境

問題、エネルギー問題等に対処していくこと

が、これからの社会的な課題。

このため、生活と社会の充実を目指し、大

学、国立試験研究機関等の公的部門の科学技

術活動の大幅な強化が必要。

②今後の科学技術の発展のため、基礎研究か

ら応用。開発研究までバランスがとれた総合

的な研究開発能力のかん養と、広範で質の高

い科学技術の知識の蓄積（知的ストック）が

重要。第11号答申以降、基礎研究を中心とす

る創造性豊かな科学技術の振興を図ってきた

が、基礎研究の主要な担い手たる大学、国立

試験研究機関等の公的部門の科学技術活動

は、未だ弱体。

このため、基礎研究を中心に、公的部門の

科学技術活動を格段に強化し、人類全体の利

用に供される知的ストックの拡大に貢献する

とともに、我が国の科学技術の構造を、より

バランスのとれたものに転換していくことが

必要。

③地球の有限性の下で、地球環境問題への対

処、資源、エネルギー、食料等の確保が、人

類共通の課題。科学技術の高度化・大規模化

により、その最先端を切り拓いていくために

は、多くの人材と多額の資金が必要。

豊かな経済力と世界有数の科学技術力を有

するに至った我が国は、国際社会の中でその

１１８

立場にふさわしい責任と義務を果たすことが

求められており、もてる経済力と科学技術力

を活用し、あるいはそれらを一咽強化しなが

ら、科学技術によって人類全体のために貢献

していくことが必要。

２．以上を踏まえ、我が国は、２１世紀に向けて、

次の３つの目標を掲げ、積極的かつ総合的な科

学技術政策を展開していくことが必要。

①地球と調和した人類の共存

地球との調和を図りながら、人類が共存し

ていけるよう、地球環境問題、エネルギー問

題、食料問題等を解決するための国際的な取

組に積極的に参画。また、東西対劉立が終結し

た後の安定した国際秩序の構築と南北問題の

緩和のため、開発途上国、旧ソ連地域等の社

会･経済状況にきめ細かく対応した技術協力。

研究協力を強化。

②知的ストックの拡大

人類が長年にわたり築いてきた知的ストッ

クを活用して今日の繁栄を築き上げた我が国

は、今後、基礎科学の振興、物質、情報、生

命や、宇宙、海洋、地球等を対象とする基礎

的・先導的な科学技術の研究開発等に積極的

に取組み、これらの成果を世界に向けて発､信

し、知的ストックの拡大に貢献。

③安心して暮らせる潤いのある社会の構築

国民からの新たな要請とこれからの社会的

な課題に対応していくため、生活者の立場を

重視しながら、健康の維持。増進、生活環境

の向上、社会経済基盤の整備、防災・安全の

確保等に必要な研究開発を積極的に展開。

３．以上の３目標の実現のためには、政府が主体

的・主導的な役割を果たしていくことが必要。

このため､政府の研究開発投資の拡充を図り、

それによって、まず､基礎研究の担い手であり、

人材養成機関であり、かつ、国際的な科学技術

活動の核となるべき大学・国立試験研究機関の

研究環境を早急に改善。

P間殉
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第２章重点施策の推進

科学技術活動を推進していく体制及び条件を整

備。強化するため、政府は、適時、重点的に誰

ずべき施策に関する基本指針の策定を図りつつ、

以下の施策を推進することが必要。

1．科学技術と人間。社会との調和

科学技術と人間。社会との適合』性の向上、

科学技術に対する生涯学習の機会の増大、科

学博物館等の整備・充実、普及・啓発活動の

充実等。

2．科学技術系人材の充実

科学技術に対する夢と情熱を持った青少年

の育成、大学院の質的・量的な充実、女性・

高齢者。外国人の登用を促進するための環境

整備、大学、国立試験研究機関等の公的部門

の要員の拡充等。

3．研究開発投資の拡充

本答申に示す施策及び研究開発の推進によ

り、産業競争力の確保のための研究開発に対

する投資の比率が極めて高い我が国の研究開

発投資構造が、調和のとれたものに転換。こ

うした転換の過程において、民間の研究開発

投資の一層の充実を支援するための制度改善

や環境整備に加え、時々の財･政事情等を踏ま

えつつ、政府の研究開発投資額をできるだけ

早期に倍増するように努力。

4．研究開発基盤の強化

大学・国立試験研究機関の施設・設備の更

新。補修等の早急かつ計画的な実施、比較的

大型で汎用'性の高い施設。設備の整備と共同

利用の促進、科学技術情報の生産及び国内外

への流通の拡大等。

5．研究活動の活'性化と創造性の発揮

任期付任用制の拡充など制度面の整備によ

る研究者の流動化の促進、競争的な環境の下

で提供される多様な研究資金の整備。拡充、

研究支援体制の強化、研究者の勤務時間の柔

軟化、適切な研究の評価、センター・オブ。

エクセレンスの育成等。

6．国際的な科学技術活動の強化

地球環境問題等の分野での主導的な国際共

同研究開発の績極的な推進、主体性を持った

メガサイエンスへの取組、開発途上国等に対

するきめ細かな科学技術協力の拡充、国際的

に開かれた国内研究体制の整備、国際的な情

報の相互流通機能の強化等。

7．地域における科学技術の振興

地域における研究開発環境の整備に対する

支援、地域における研究開発の推進等。

第３章基礎科学の振興と重要分野の研究開発の

推進

１．基礎科学の振興

独創的な研究成果の世界への発信源となる

ことを明確な目標として、基礎科学の振興に

積極的に取り組むことが必要。個々の研究者

を支援するとともに、卓越した研究環境、創

造性を引き出す教育環境、基礎科学の研究を

尊重する社会環境、研究者に刺激を与える文

化的環境等の広い意味での環境の整備が必要。

2．重要分野の研究開発の推進

政府は､適時に研:究開発基本計画の策定し、

あるいは見直しを行いつつ、以下の重要分野

の研究開発を、精力的かつ効果的に実施し、

又は支援することが必要。

（１）基礎的・先導的な科学技術

㈲物質・材料系科学技術

（ｲ)情報・電子系科学技術

（ｳ)ライフサイエンス

（工)ソフト系科学技術

㈱先端的基盤科学技術

（力)宇宙科学技術

㈱海洋科学技術

（ｸ)地球科学技術
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表－１科学技術水準の国際比較

<年度の記載のないものは1989年度の数字〉

(2)人類の共存のための科学技術

（ｱ)地球。自然環境の保全

（ｲ)エネルギーの開発及び利用

（ｳ)資源の開発及びリサイクル

い食料等の持続的生産

(3)生活。社会の充実のための科学技術

（ｱ)健康の維持。増進

（ｲ)生活環境の向上

（ｳ)社会経済基盤の整備

（工)防災。安全対･策の充実

~、

(注）日本人の受賞者

氏 名 受賞部門受賞研究 テ ー マ

湯川秀樹Ｓ24年物理核力の理論的研究に基づく中間子存在の予言

朝永振一郎Ｓ40年物理量子電磁力学の基礎的研究

江崎玲於奈 Ｓ 4 8 年 物 理 半 導 体 におけるトンネル現象の実験的発見

福井謙一Ｓ56年化学化学反応 におけるフロンティア電子理論

利根川進Ｓ62年医学生理学免疫機構の分子生物学的解明
(注）英国の研究者数は、産業及び政府研究機関のみである。
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動

国民総生産(GNP）

人 口

研究費 総額

研究費の 対ＧＮＰ比

政 府負担額

（）内は政府負担割合

〔〕内は対ＧＮＰ比

同

《除く国防研究費》

研究者数

ノーベル賞受賞者数

《 自 然科学部門》

91年現在，〔〕内は戦後

日本

(90年度）

437兆円

1.2億人
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3.0％
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米国
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0.6億人

2.6兆円
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1.0兆円

(36.5％）

〔0.82％〕

0.5兆円

(21.9％）

〔0.40％〕

9.9万人

65人

〔40人〕
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図－１研究開発投資水準の国際比較
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省庁

国会

日本学術会議

警察庁

北海道開発庁

防衛庁

経済企画庁

科学技術庁＊

環境庁

法務省

外務省

大蔵省＊

文部省＊

厚生省＊

農林水産省＊

通商産業省＊

運輸省＊

郵政省＊

労働省＊

建設省

自治 省

計

表－２省庁別科学技術関係予算

年度
1990年度

５３３

９５１

1,055

１４９

１０４，２６８

８０９

４９４，７７５

９，２１７

９３９

７，０９５

1,087

894,301

５１，２４２

70,108

251,548

１７，４０２

３０，６５７

４，１９０

５，９７９
５６５

1,920,871

(単位：百万円）

1991年度

５３３

１，０５１

１，１４３

１４８

115,045

８５０

５２２，５６１

１０，９００

１，００６

８，１６０

１，１９３

936,324

５６，１４４

７３，５５７

２５５，９１３

２０，５１４

３３，９０４

５，０４６

６，６２４

６１６

２，０２２，６３１

注）１．各年度とも当初予算額である。

２．各柵積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

３．＊印の省庁については､特別合計中の科学技術関係予算を含む｡一部に重
複計上があるが、合計については重複集計にならないようにしている。

４．－部、人文科学系に係る予算を含む。

出典：平成３年版科学技術白謀

表－３科学技術関係予算の推移

（単位：億円）

科学技術振興費（Ａ）

対前年度比％

科学技術振興費以外の

研究関係費（Ｂ）

対前年度比％

科学技術関係予算

（Ｃ)＝(Ａ)＋(Ｂ）

対前年度比％

国の一般会計予算（Ｄ）

対前年度比％

1987

4,006

102.5

1２，６１７

103.8

1６，６２３

103.5

541,010

100.0

8８

4,173

104.2

12,984

102.9

1７，１５７

103.2

566,997

104.8

8９ 9０ 9１

4,480 4,755 5,074

107.4 106.1 1０６７

13,676 1４，４５４ 1５，１５３

105.3 105.7 1０４．８

1８，１５６ 1９，２０９ 2０，２２６

105.8 105.8 105.3

604,142 662,368 703,474

１０６．６ 109.6 106.2

(Ｃ)／(Ｄ）％’３．０７１３．０３１３．０１１２．９０１２．８８

国の一般歳出予算（Ｅ） 325,834 329,821 340,805 353,731 370,365

対前年度比％ 1００．０ 101.2 1０３．３ 103-8 104.7

注）１．

２．

３．

｢科学技術振興費以外の研究関係費(Ｂ)」は，科学技術庁調べである。

各年度とも当産予算額である。

各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。
出典：平成３年版科学技術白書
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図－３科学技術関係予算の項目別推移
(億円）
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21,000
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19,000
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13,000
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１
１
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ｌ
ｌ
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ｌ
９

20,226

15,
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注）＊印は､補助金のほか､委託慨､出黄金､分担金等を含む。
出典：平成３年版科学技術、１１ド

図－４研究者数の将来予測
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図－ ５ 研 究 者 数 の 推 移
単位

工学:部

：千
出典：科学技術庁作成

６０Ｃ

5００－

400-

300-
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津､

年度

一研究渚総数・……･企業研究者一一一大学研究瀞一一一研究機関研究者

図－６学部別の正味大学入学志願者数
単位：

１

千
冊

別０

■■

理学部
一一一一一一一一一一一一一一一Ｆ二手ﾆｰ---毛一一一一一一～－－ー画一一一一一一

一 一 マ ー ー ー ー ー _ _ _ _ - - - －

一一一一一一一一一一一一一一一一一
Ｈ

120

入
学
志
願
者
数
・
人

100

Ⅷ
縛再

洲

4０

剛7５1965 7０

注）科学技術政策研究所において文部街｢学校埜本調査｣より算出。
出典：科学技術政錐研究所rNISTEPREPORTMll2大学進学希望者の進路選択について｣(平成２年８月）
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図－７「科学技術についてのニュースや話題｣に対する関心の推移
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E戸

1976年

ｌＯｊｌ

1981年

１２月

1986年1987年

２月３月

(男：年齢階

30才f1

60才満
50才f1
40』･台

20才台

20才台

50才満
60才台

30才台

40才台

1990年

１月

一層

注）関心がある：「大いにある瀞｣と｢少しはある肴｣の合iil．。
関心がない：「あまりない者｣と｢全くない若｣の合計。

注）科学技術政簾研究所において、総埋府広報索｢科学技術と杜会に関する
世論澗森｣等をもとに作成。

出典：科学技術政策研究所｢NISTEPREPORTNtll7科･学技術と社会との
コミュニケーションの在り方の研究」（平成３年３月）

咽別）

、

関心がある

三

、

Ｐ 関心がない
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